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5．評価方針  
(1)目的 
イ．日本の対インドネシア援助政策全般を検討し、国別援助計画改定を含む今後の援助政策

立案、及び援助の効果的･効率的な実施に資する教訓・提言を作成すること。 
ロ．評価結果を広く公表することによって説明責任を果たすとともに、インドネシア政府関係者

や他ドナーに評価結果をフィードバックすること。 
(2)対象・時期 
 対インドネシア国別援助計画（2004 年 11 月策定）以降の日本のインドネシア援助政策。 
(3)方法 

外務省評価ガイドライン（ODA 評価ガイドライン、第 3 版、2006 年 5 月）に準拠し、主に「政策

の妥当性」、「結果の有効性」、「プロセスの適切性」の観点から総合的に分析し、提言を行っ

た。特に 2004 年を転機として経済成長と民主化定着に向けた安定期に入ったインドネシアにお

いて、現ユドヨノ政権下でとられた開発政策の変化（投資環境整備・インフラに関する新施策、

対外援助受入れ政策の変化、民主化定着と地方分権化法の修正等）に対する日本の援助政

策の対応、さらには外交政策上の課題（経済連携協定（EPA）、投資、エネルギー、治安維持

等）等を考慮して分析を行った。ただし、援助計画実施年数が限られていることから中間レビュ

ーと位置付け、「結果の有効性」については、現行の国別援助計画が掲げる 3 重点分野におい

て想定されている効果発現の時間軸（短・中期的には「民間主導の持続的な成長」、中・長期的

には「民主的で公正な社会造り」、すべての時間軸に関わる課題として「平和と安定」）に留意

し、特に短期・中期目標の達成度に重点をおいて分析した。 



6．評価結果 
(1)「政策の妥当性」に関する評価 

現行の対インドネシア国別援助計画は、経済危機後の成長回復に向けた開発・援助の方向

性について日本とインドネシアの政府関係者や有識者が密接な政策対話を行って策定されたこ

ともあり、日本の上位政策、インドネシアの中期開発計画(2004-2009 年)と高い整合性がある。

また、「民間主導の持続的な成長」を短・中期の目標とし投資環境整備の一貫として経済インフ

ラ支援を重視したことは、日本と並ぶ主要ドナーである世界銀行とアジア開発銀行がガバナン

ス改革を基本方針として政策・制度改革支援や社会的サービスを重視したことと補完性があ

り、適切である。 
ただし、「地球的規模の問題への取組」の位置付けは明確でなく、同国の環境問題や自然災

害、鳥インフルエンザの問題等は、国内問題にとどまらない規模と影響を持つ可能性があるこ

とを考慮すると、早急な検討が必要である。  
(2)「結果の有効性」に関する評価 

日本の有償資金協力は、インドネシアの対外公的債務残高の 4 割以上を占めており同国の

開発資金に重要な貢献をしている。国別援助計画の短期的な目標である財政や金融セクター

改革に関しては、重要な成果がみられる。短・中期的な課題である経済インフラ整備、裾野産

業・中小企業振興、経済関連の法制度整備では、プロジェクト及び、世界銀行、アジア開発銀行

との協調融資で実施したプログラム・ローンを通じ多くの達成があった。特に投資環境整備にお

いて日本は、日系企業の現場からの提言を政策支援型プログラム・ローンに反映しており、これ

に対するインドネシア側や他ドナーの評価は高い。しかしながら、まだ日系企業が実感できるよ

うな投資環境の改善は限定的であるとの評価もある。 
中・長期的な課題である貧困削減については教育分野を除き、全般的にミレニアム開発目標

達成状況の進捗は遅い。平和と安定に関し、特にアチェの地震・津波災害復興において迅速に

インフラの復興に貢献し、インドネシア政府から高い評価を得た一方、平和構築については安

全の確保、文化的に複雑な背景もあり、アチェ、マルクにおいて試行錯誤しながら進めている状

況である。 
現政権下でとられた開発政策、及び地震・津波災害復興といった援助計画で想定されていな

かった状況にも、日本は個別プロジェクト、プログラム・ローン、官民連携による投資環境整備、

セクター横断的な地域開発プログラムの策定、緊急支援等を通じて機動的に対応してきた。 
(3)「プロセスの適切性」に関する評価 

民間企業（日本・インドネシア）との緊密な連携による投資環境整備、地域開発を通じた貧困

削減を目指す「東部インドネシア地域開発プログラム」とその拠点としてのマカッサル・フィール

ド・オフィス開設等の取組は、適切な援助実施プロセスとして特筆される。近年のインドネシアの

開発政策の変化をふまえ、政策支援型のプログラム・ローンのモニタリング、地域開発のあり

方、平和構築支援の実施体制、EPA の実施に向けた協力体制等、新たな課題が顕在化してお

り、競合する援助需要に対して、予算制約の中で優先度を決める必要がある。現地 ODA タスク

フォースは、これらの課題について日本の援助の優先度や方針を包括的に議論し、調整する場

としての機能を高める必要がある。 



7．提言 
(1)開発ビジョンの共有と援助の戦略化 

経済危機から回復・成長を遂げ、インドネシアが新しい安定期に入り中進国化を目指す段階

にきたことによる開発ニーズの変化、またEPA締結等を含め日本とインドネシアの二国間関係

が新たな段階に入ったことをふまえ、さらなる「選択と集中」の強化を念頭に、今こそオールジャ

パンで、インドネシアに対する日本の援助の優先順位を再検討する必要がある。特に経済イン

フラ整備、裾野産業・中小企業振興、経済関連の法整備並びに法施行強化という短・中期の課

題への一層の注力、地域別の成長戦略と組み合わせた分配・貧困対策としての地域開発、平

和構築支援や環境保全・防災の位置づけを検討することは重要である。その上で、インドネシア

政府と定期的で包括的な政策協議を実施すべきである。 

(2)現地機能の強化 

重点事項の課題分析能力を強化するために、現地ODAタスクフォースは情報共有という機能

を超えて、分科会を制度化し、現地ODAタスクフォースで広くビジョンを共有し状況を正確に分

析する仕組みと能力を作る必要がある。今後、重点的に取り組むべき事項、セクター等には、

専門知識の機動的な動員や当該分野の政策と個別案件を関連付けた支援を可能にする機能

をつくることを提案する。 

官民連携については、「民間主導の持続的な成長」に向けた支援が、現地ODAタスクフォース

と日本の民間経済団体、インドネシア商工会議所との活発な連携のもとで展開され、特に官民

合同投資フォーラムを通じた投資環境整備に向けた取組は高く評価できる。今までの官民協力

の実績をふまえ、経済連携協定の発効後も、ODAと民間協力の間で補完的な協力体制が作ら

れることを期待する。 

また、政策支援型プログラム・ローンは、インドネシア支援国会合（CGI）廃止後の中核的な政

策協調メカニズムでもあり、当面は継続して重要な支援ツールになると見られることから、実効

性と透明性を高めるためのモニタリング体制の強化が必要である。インドネシア政府の主体性

にもとづく現在の援助協調メカニズムが構築されつつある状況で、共通の政策枠組みのもとで

のマルチ･ドナー信託基金がより重要な役割を果たす可能性がある。併せて、プログラム・ロー

ンとの連携、官民パートナーシップの制度枠組みづくりの強化にも積極的に関わっていくのであ

れば、無償資金協力、技術協力といったグラント支援においても政策協調・モニタリング体制の

強化が、従来以上に重要となる。 
(3)多様な関係者とのネットワーク構築 

長年のインドネシア援助を通じて築かれた人的ネットワークと信頼関係は、同国の援助国化へ

の支援を含め、日本が今後もインドネシアで協力を進めていく際の貴重な財産となる。事例とし

て、(a)今までの地方教育行政改善への支援を通じて蓄積された経験の他地域への展開、他セ

クター（保健）や平和構築支援（マルク）への応用、(b)スラウェシにおいて過去の協力で育成し

た人材、蓄積した人的ネットワークを活用した地域開発能力向上への取組、(c)現地の大学との

連携を通じた長期にわたる人材育成や人的ネットワークづくり、(d)警察支援における、様々な

技術協力支援や無償資金協力を組み合わせた長期にわたる支援、等がある。 

また、非政府組織関係者からは日本のODAは他ドナーと比較し非政府組織への協力が限定



的であるという指摘を受け、従来以上に非政府組織に開かれた協力を拡充すべきである。これ

は官から民へと人材育成の裾野を広げることになり、日本のODAへの理解を促し広報にも資す

ると思われる。 

(4)低コスト・高インパクトの広報活動の強化 

日本が投入した援助量に比べ、政府関係者以外の間でインドネシアでの日本の援助に対す

る認知度が低いことも課題である。幾つか注目される取組もあるが、予算制約の中で、インパク

トのある広報の在り方、具体的には(a)年次活動報告セミナーの実施（活動報告の作成・発

表）、(b)大使館の「ODA 有識者懇談会」の再開、事業視察を含む日本の ODA 情報の提供、

(c)NGO、研究者との意見交換会の開催、等は検討に値しよう。 

 

今後の日本の援助政策の立案・実施の在り方への示唆としては、 
(1)ローカルリソースの積極的な活用（高度な技術を必要としない事業や、平和構築等、

特に社会・文化的な配慮が必要な課題におけるインドネシア人専門家・コンサルタント

の活用)、 
(2)平和構築支援への取組方針の明確化（治安状況の適切な把握、二国間援助と多国間援助

の組み合わせ、日本として国際社会に発信したいメッセージ、モニタリングの方法）、 
(3)無償資金協力と技術協力における案件採択過程の予測可能性の向上（案件採択過程での

政策対話を強化し、相手国政府の準備状況を高めることによる援助効果の向上）、 
(4)新JICA設立を念頭においた現地ODAタスクフォースの在り方、援助政策の立案・実施にお

ける政府と実施機関との役割分担を明確にする必要性（例えば、外務省が策定する国別援助

計画と新 JICA が策定する援助実施方針の内容の検討）、 
等が挙げられる。 

注）ここに記載されている内容は評価実施者の見解であり、政府の立場や見解を反映するもので

はありません。 
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